[bookmark: _GoBack]第18号の3様式（その2、利害関係人用）（第57条関係）
	公売通知及び債権現在額申立催告書
年　　月　　日
（利害関係人）様
福島県双葉郡富岡町長　　　　　　　　
下記により差押財産を公売します。この財産の売却代金から配当を受けたいときは、債権現在額申立書を売却決定の日の前日までに提出してください。なお、この公売処分について不服がある場合は、この催告書を受けとった日の翌日から起算して３か月以内に町長あてに審査請求をすることができます。ただし、３か月以内であっても当該財産が国税徴収法第104条の２第１項に規定する不動産等であるときは、下記の代金納付期限後は審査請求をすることができません。
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